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（３） 税務署別課税状況

金 額 金 額

人 千円 人 千円 人

3,026 228,127,380 2,519 20,286,922 1,040

907 70,244,673 753 6,692,660 324

1,155 84,445,418 975 8,032,485 373

964 73,437,289 791 5,561,777 343

366 29,705,117 300 2,953,271 125

291 24,105,685 245 2,635,963 106

134 8,342,865 110 398,699 50

116 8,091,006 98 704,727 43

721 57,389,497 618 6,006,214 230

55 3,318,289 45 165,360 21

193 10,421,368 164 561,407 64

34 1,948,204 25 181,122 12

152 11,368,060 123 1,118,382 46

440 37,183,386 374 3,435,821 155

72 5,085,140 60 376,872 25

244 17,092,425 196 1,070,602 82

27 2,045,677 21 69,230 10

71 4,024,276 55 114,450 24

110 8,006,385 85 494,802 47

（４） 申告及び処理の状況

金 額 金 額

人 千円 人 千円 人

3,026 227,739,837 2,525 20,329,321 1,040
51 608,651 87 109,941 41
-                -                         -                -                         -                      
25 △ 221,108 46 △ 152,340 28
-                -                         -                -                         -                      

実 3,026 228,127,380 実 2,519 20,286,922 実 1,040

49 2,351,070 41 73,778 23
640 8,540,854 941 2,011,532 341
11 194,886 14 52,979 6

113 △ 1,138,071 161 △ 302,735 90
-                -                         -                -                         -                      

実 64 9,948,739 実 100 1,835,553 実 23

3,075 230,090,907 2,566 20,403,098 1,063
691 9,149,505 1,028 2,121,473 382
11 194,886 14 52,979 6

138 △ 1,359,179 207 △ 455,075 118
-                -                         -                -                         -                      

実 3,090 238,076,119 実 2,619 22,122,474 実 1,063

（５）  加算税の状況

金 額 相 続 人 の 数 相 続 人 の 数
千円 人 人

530 24 -                       

198,624 55 39

199,154 79 39

 「5－1(4) 申告及び処理の状況」参照

「本年分」は、平成15年中に相続が開始した被相続人から相続、遺贈又は相続時精算課税に係る贈与により財産
を取得した者について、平成16年10月31日までの申告又は処理（更正、決定等）による課税事績を「申告書、決議
書等」に基づいて作成した。

調査対象等  ：

過 少 申 告 加 算 税

本 年 分

区 分

過 年 分

合 計

3

無 申 告 加 算 税

金 額

重 加 算 税

「過年分」は、平成14年中に相続又は遺贈により財産を取得した者について、平成15年11月1日から平成16年6月
30日までの間の申告又は処理（更正、決定等）による課税事績を、平成13年以前に相続又は遺贈により財産を取得
した者について、平成15年7月1日から平成16年6月30日までの間の申告又は処理（更正、決定等）による課税事績
を「申告書、決議書等」に基づいて作成した。

4,325

14,110

千円

相続人の数

決 定 額

調査対象等  ：

修正申告による増差額

62,678

金 額

687

690

千円

-                        

18,434

決 定 額

決 定 額
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分

62,678

人

合

計

申 告 額
修正申告による増差額

計

更 正 等 に よ る減 差額

申 告 額

三 国

申 告 額

小 浜

大 野

区 分

福

井

県

本

年

分

更 正 等 に よ る減 差額

計

更 正 に よ る 増 差 額

富 山 県

計

更 正 に よ る 増 差 額
更 正 等 に よ る減 差額

修正申告による増差額
更 正 に よ る 増 差 額

小 松

七 尾

区 分
相 続 人 の 数相 続 人 の 数

福 井 県

課 税 価 格 納 付 税 額

総 計

石 川 県

砺 波

石

川

県

金 沢

輪 島

富

山

県

富 山

魚 津

高 岡

福 井

武 生

松 任

敦 賀

被 相 続 人 の 数

課 税 価 格 納 付 税 額
被 相 続 人 の 数

相 続 人 の 数 相 続 人 の 数
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